
事 務 連 絡 

令和３年３月５日 

 

 

各都道府県消防防災主管課 御中 

 

 

消防庁国民保護・防災部防災課応急対策室  

 

 

火災・災害等即報の電子メールによる報告について 

 

平素より、消防防災行政の推進に格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

火災・災害等即報要領（昭和 59 年 10 月 15 日付け消防災第 267 号）においては、

火災・災害等の即報等についてファクシミリ等により報告するものとしているところ

ですが、火災・災害等の即報等について電子メールにより報告する場合には、下記の

とおり報告いただくようお願いします。 

各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部

事務組合等を含む。）に対し、この旨を周知していただくようお願いいたします。 

 

記 

 

１．報告先の電子メールアドレス 

  ●●●●@ml.soumu.go.jp 

※ ●●●●を fdma-sokuhou に変更してください。 

 

２．添付ファイルの形式 

  Microsoft Word形式、Microsoft Excel形式、PDF形式 

 

３．その他 

  ・ 電子メールの件名は、【都道府県名・市町村名（又は消防本部名）】

及び災害名（又は事故種別）を含むものとしてください。 

  ・ 電子メールの本文への火災・災害等の概要の記載は不要です。 

 

 

 

 

 

【 担 当 】 

応急対策室：濵田・赤荻・大場・成田 

電話：03-5253-7527 

FAX ：03-5253-7537 


	01 改正通知
	02（別紙１）火災・災害等即報要領 新旧対照表
	03（別紙２）改正後の火災・災害等即報要領
	04（別紙３）災害報告取扱要領 新旧対照表
	05（別紙４）改正後の災害報告取扱要領
	06（別添）火災・災害等即報の電子メールによる報告について

